
富田林市要綱第６９号 

 

富田林市老朽危険空家除却補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市民の安全かつ安心で良好な居住環境を確保するため、老

朽化が進む危険な空家の除却に要する費用に対し、予算の範囲内において、

富田林市老朽危険空家除却補助金（以下「補助金」という。）を交付すること

に関し、富田林市補助金等交付規則（昭和５２年富田林市規則第８号）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１） 空家 概ね１年以上居住その他の使用がなされていない固定資産課

税台帳又は登記事項証明書の家屋種類が居宅の建築物で、かつ、一戸建

ての住宅、長屋住宅又は共同住宅に該当するもの（以下「建築物」とい

う。）をいう。ただし、建築物を賃貸又は売買する事業を行う者が賃貸

若しくは売買をするために所有し、又は管理するものを除く。 

（２） 老朽危険空家 別表第１に掲げる建築物の不良度の判定基準の各判

定点の合計点が１００点以上の空家をいう。 

（３） 準老朽危険空家 別表第１に掲げる建築物の不良度の判定基準の各

判定点の合計点が３０点以上１００点未満の空家をいう。 

（補助対象空家） 

第３条 補助金の交付対象となる空家（以下「補助対象空家」という。）は、次

の各号のいずれにも該当する空家とする。 

（１） 市内に存する木造の空家であること（長屋住宅及び共同住宅にあって

は、一棟が全て空室となっていること。）。 

（２） 空家の過半が住宅用として使用されていたものであること。 

（３） 老朽危険空家又は準老朽危険空家であること。 

（４） 過去に本市の耐震改修補助を受けていない空家であること。 

（５） 除却に係る他の補助を受けていない、又は受ける予定がない空家であ

ること。 

（６） 所有権以外の権利が設定されていないこと（権利者の同意を得ている

場合を除く。）。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるものについては、補助対

象空家とすることができる。 

（補助対象者） 



第４条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 

（１） 次のいずれかに該当する者 

ア 補助対象空家の登記名義人（未登記の場合にあっては、固定資産課

税台帳に記録されている者。法人を除く。） 

イ アに規定する登記名義人の代表者（登記名義人に共有名義人が存

在する場合又は複数人の法定相続人が存在する場合にあっては、そ

れら全ての者に補助対象空家の除却の同意を得ている者に限る。） 

ウ ア又はイに規定する者から売買等により補助対象空家を取得しよ

うとする者（法人を除く。） 

エ その他市長が特に必要と認める者 

（２） 第７条の申請時に本市の市税の滞納がない者 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第６号に規定する暴力団員又は富田林市暴力団排除条例

（平成２５年富田林市条例第３０号）第２条第３号に規定する暴力団

密接関係者に該当しない者 

（４） 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）

第２２条第３項に規定する命令を受けていない者 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額及び限度額は、別表第２のとおりとする。 

（事前調査） 

第６条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、富田林市老朽危

険空家除却補助金交付事前調査申込書（様式第１号）に市長が必要と認める書

類を添えて、市長に提出し、事前調査を受けなければならない。 

２ 前項の事前調査申込書を提出した補助対象者（以下「事前調査者」という。）

は、市職員が補助対象空家に該当することを調査するため、必要最小限度にお

いて、当該空家の敷地内に立ち入り、必要部分の写真撮影を行うことに同意す

るものとし、これに協力しなければならない。 

３ 市長は、第１項の事前調査が完了したときは、事前調査結果通知書（様式第

２号）により、事前調査者に調査結果を通知するものとする。 

（交付の申請） 

第７条 前条の事前調査の後、補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下

「申請者」という。）は、補助対象空家の除却に着手する前に、富田林市老朽

危険空家除却補助金交付申請書（様式第３号）に市長が必要と認める書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

（交付の決定） 

第８条 市長は、前条の申請があったときは、内容を審査のうえ、適当と認めた



ときは、補助金の交付を決定し、富田林市老朽危険空家除却補助金交付決定

通知書（様式第４号）により、申請者に通知するものとする。この場合におい

て、市長は、当該交付の決定に対し、必要な条件を付すことができる。 

２ 市長は、内容を審査のうえ、補助金を交付しないことを決定したときは、富

田林市老朽危険空家除却補助金不交付決定通知書（様式第５号）により申請

者に通知するものとする。 

（除却の着手） 

第９条 前条の補助金の交付決定通知を受けた申請者（以下「補助決定者」とい

う。）は、当該通知を受け取った日から６０日以内に補助対象空家の除却に着

手するものとする。 

（除却に係る内容の変更及び取下げ） 

第１０条 補助決定者は、補助対象空家の除却に係る内容に変更が生じたとき

は、直ちに富田林市老朽危険空家除却補助事業変更承認申請書（様式第６号）

に市長が必要と認める書類を添えて提出し、市長の承認を受けなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の申請を承認することが適当であると認めたときは、富田林市

老朽危険空家除却補助事業変更承認通知書（様式第７号）により、申請者に通

知するものとする。 

３ 補助決定者は、第７条の申請の取下げをするときは、富田林市老朽危険空家

除却補助金交付取下届（様式第８号）により、市長に届け出なければならない。 

４ 市長は、前項の届出があったときは、第８条の補助金の交付決定を取り消す

ものとする。 

（除却の完了報告） 

第１１条 補助決定者は、補助対象空家の除却が完了したときは、当該完了日か

ら起算して３０日を経過した日又は補助金を交付した日の属する会計年度の

３月１５日（その日が休日に当たるときは、当該日の直後の休日でない日）の

いずれか早い日までに、富田林市老朽危険空家除却補助事業完了報告書（様式

第９号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（補助金の交付等） 

第１２条 市長は、前条の報告を受理したときは、内容を審査のうえ、補助対象

空家の除却が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、富田林市

老朽危険空家除却補助金交付額確定通知書（様式第１０号）により、補助決定

者に通知するものとする。 

２ 補助決定者は、前項の通知を受けたときは、富田林市老朽危険空家除却補助

金請求書（様式第１１号）を市長に提出し、補助金の交付を請求するものとす

る。 

３ 市長は、前項の請求があったときは、補助決定者又は当該補助決定者が指定



する者に対し、補助金を交付するものとする。 

（交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき又は受け

ようとしたとき。 

（２） 補助金を交付目的以外に使用したとき。 

（３） 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。 

（４） この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。 

（５） その他関係法令の規定に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、富田林市

老朽危険空家除却補助金交付決定取消通知書（様式第１２号）により補助決定

者に通知するものとする。 

３ 前項の場合において、補助金の交付決定を取り消した場合に生じた損害に

ついて、市は一切その責を負わないものとする。 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合におい

て、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、富田林市老朽危険

空家除却補助金返還命令書（様式第１３号）により、その返還を補助決定者

に対し命じるものとする。 

２ 補助決定者は、前項の規定により補助金の返還命令を受けたときは、遅滞

なく補助金を市に返還しなければならない。  

（委任） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

 

附 則（平成２９年要綱第６９号） 

１ この要綱は、平成２９年８月１日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日

の属する年度以前の年度の予算に係る補助金については、この要綱は、同日

後も、なおその効力を有する。 

附 則（令和３年要綱第３８号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月２日から施行する。  

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、この要綱による改正前の富田林市老朽危険空家除却



補助金交付要綱に定める様式の用紙で、現に存在するものは、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 

附 則（令和５年要綱第９３号） 

この要綱は、令和５年１２月１３日から施行する。 

附 則（令和７年要綱第１０号） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。  

 

別表第１（第２条関係） 

  建築物の不良度の判定基準 

判定区分 
判定 

項目 
判定内容 不良度判定点 

判定点

の上限 

１ 

構造一

般の程

度 

①基礎 

ア 構造耐力上主要な部分である基

礎が玉石であるもの 
10 □ 

 
45 イ 構造耐力上主要な部分である基

礎がないもの 
20 □ 

②外壁 外壁の構造が粗悪なもの 25 □  

２ 

構造の

腐朽又

は破損

の程度 

① 基

礎、土

台、柱

又はは

り 

ア 柱が傾斜しているもの、土台又は

柱が腐朽し、又は破損しているもの

その他小修理を要するもの 

25 □ 

 

100 

イ 基礎に不同沈下のあるもの、柱の

傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、

又は破損しているもの、土台又は柱

の数ヶ所に腐朽又は破損があるも

のその他大修理を要するもの 

50 □ 

ウ 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、

破損又は変形が著しく崩壊の危険

のあるもの 

100□ 

②外壁 

ア 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は

破損により、下地が露出しているも

の 

15 □ 

 イ 外壁の仕上材料の剥落、腐朽若し

くは破損により、著しく下地の露出

しているもの又は壁体を貫通する

穴を生じているもの 

25 □ 

③屋根 
ア 屋根ぶき材料の一部に剥落又は

ずれがあり、雨漏りのあるもの 
15 □  



イ 屋根ぶき材料に著しい剥落があ

るもの、軒の裏板、たる木等が腐朽

したもの又は軒のたれ下がったも

の 

25 □ 

ウ 屋根が著しく変形したもの 50 □ 

３ 

防火上

又は避

難上の

構造の

程度 

①外壁 

ア 延焼のおそれのある外壁がある

もの 
10 □ 

 

30 
イ 延焼のおそれのある外壁の壁面

数が３以上あるもの 
20 □ 

②屋根 
屋根が可燃性材料でふかれているも

の 
10 □  

４ 
排水設

備 
①雨水 雨樋（各四方）がないもの 10 □  10 

 

 

備考 

１ 一の判定項目につき、該当する判定内容が２又は３ある場合は、当該判定

項目についての不良度判定点は、当該判定内容に応ずる各不良度判定点のう

ち最も高い不良度判定点とする。 

 ２ 一の判定区分につき、不良度判定点の合計点が当該判定区分の判定点の上

限を超える場合は、判定点の上限を合計点とする。 

 

別表第２（第５条関係） 

区分 補助金の額 限度額 

老朽危険

空家  

次の各号により算出した額に３分の

１を乗じて得た額のうち、いずれか

低い額（１，０００円未満の端数が

生じた場合は、これを切り捨てた

額）とする。 

（１）補助対象空家の除却に要する

費用（家財道具、機械、車両、工作

物及び草木等の処分に要する費用を

除く。） 

（２）補助対象空家の延べ床面積

に、補助金の申請年度の国土交通省

住宅局所管事業に係る標準建設費等

のうち、除却工事費の１㎡当たりの

１戸当たり１，０００，

０００円（長屋住宅及び

共同住宅にあっては、１

棟当たり２，０００，０

００円）  

準老朽危

険空家 

１戸当たり３００，００

０円（長屋住宅及び共同

住宅にあっては、１棟当

たり６００，０００円） 

合計    点 



限度額を乗じた額 

 


